
第２２期第３２回筑前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和６年６月１８日（火） １４：００～ 

 

２ 場 所   福岡県庁４階 漁業調整委員会室 

 

３ 議 題 

（１）令和６年下期土石採取計画について（協議） 

                                資料１ 

 

（２）全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議の提案議題について 

（協議） 

                                資料２ 

 

（３）その他 
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　　資　料　１
（22-32　筑前漁調委）
（令和６年６月１８日）
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全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議の提案議題について 

 

・今年度の九州ブロック会議は、福岡県で開催（令和６年 10 月 29～30 日予定） 

・毎年、九州ブロック会議に議題を提案 

・九州ブロック会議で承認後、全漁調連総会で採択されば、国への要望に内容が盛り込

まれる。 

 

過去の提出議題（平成２５年～令和５年） 

年度 議題名 備考 

H25 ・我が国 EEZ 内における韓国は

え縄漁船の操業禁止について 
・大中型まき網漁業及び沖合底び

き網漁業の操業禁止区域の見直

しについて 

・日韓漁業協定に基づく相互入漁。 
※日韓両国間の民間協定である EEZ

内での操業トラブル防止策（ホット

ライン）が実施 

・福岡県沿岸において沖合漁業は周

年操業、福岡県沿岸漁業は休漁期間

を設定。 

H26 
～29 年 

・我が国 EEZ 内における韓国は

え縄漁船と韓国はえ縄漁船の操

業秩序維持について 
・大中型まき網漁業及び沖合底び

き網漁業の操業禁止区域の見直

し及び禁漁期間の設定について 

・H28 年 5 月以降、相互入漁なし。 
・福岡県沿岸において沖合漁業は周

年操業、福岡県沿岸漁業は休漁期間

を設定。 
 
 
    H30 

～R4 年 
・日韓漁業協定におけるはえ縄漁

船の操業条件について 
・大中型まき網漁業及び沖合底び

き網漁業の操業禁止区域の見直

し及び禁漁期間の設定について 
R5 

 
 
 
 
 

・我が国ＥＥＺ内における韓国は

え縄漁船の操業禁止及び取締強

化について 
・大中型まき網漁業及び沖合底び

き網漁業の操業禁止区域の見直

し及び禁漁期間の設定について 
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　　資　料　２
（22-32　筑前漁調委）
（令和６年６月１８日）



R5 ・新たな資源管理措置について

（追加） 
・資源評価の精度向上 
・資源管理の実施に当たっては、慎

重かつ丁寧に議論し、漁業者の理解

と協力を得た上で、沿岸漁業の経営

に十分配慮 
・遊漁者が資源管理に取り組む体制

作り 
・資源管理措置による減収に対する

経営維持対策 
・ＴＡＣ管理を導入した場合に関係

者に理解を得ること。 
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別紙様式２ 

      

令和６年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

提案議題（要望事項） 

 

                   福岡県連合海区漁業調整委員会 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

 

 我が国ＥＥＺ内における韓国はえ縄漁船の操業禁止及び取締強化につい

て 

 新日韓漁業協定（平成１１年１月発効）では相互入漁が原則となっていま

すが、我が国ＥＥＺ内で韓国漁船の違反操業やトラブルが多発していまし

た。 

これを受け、両国漁業関係者による民間協議の結果、平成２０年に日韓両

国間の民間協定である EEZ 内漁場での操業トラブル防止策（通称「ホット

ライン」）が実施されたことにより、大きなトラブルの発生は減少しました。 

現在、韓国との相互入漁は停止している状況ですが、我が国が主漁場とす

る海域は、韓国の様々な漁業種にとっても好漁場のため、相互入漁が再開さ

れた場合、再びトラブルが増加する可能性が高く、我が国漁業者は韓国漁船

に相当な注意を払いながら操業しなければならなくなります。 

つきましては、我が国漁業者が安心して操業できるよう、次のとおり要望

いたします。 

 

１ 我が国の EEZ 内における韓国漁船の操業を禁止すること。 

２ 取締り強化により我が国漁船の安全操業を確保すること。 
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別紙様式２ 

      

令和６年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

提案議題（要望事項） 

 

                   福岡県連合海区漁業調整委員会 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁

期間の設定について 

内容 

 本県では、沿岸漁業者の経営安定や資源保護を図るために魚礁設置等に

よる漁場造成事業、水産資源の管理、種苗放流等による資源の維持増大及び

経営の合理化等の取組を積極的に推進しております。これら施策の中で、重

点的に漁場造成事業を実施している漁場は、本県の沿岸漁業者が優先して

活用できる漁場であると考えております。 

沖ノ島周辺の人工礁による漁場造成区域などは、本県の中核的な漁場で

ありますが、大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業可能区域とな

っていることから、本県沿岸漁業者との間に競合やトラブルが多発してお

ります。 

さらに、本県の基幹漁業である中型まき網漁業や２そうごち網漁業は資

源保護のため３～４ヶ月の禁漁期間を設定していますが、これら沿岸漁業

と同じ魚種を対象とする大中型まき網漁業は周年操業となっており、沿岸

漁業者から操業期間統一の強い要求があります。 

  

 上記のことから沿岸漁業の経営安定のため、現在設定されている大中型

まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期間の

設定並びに違反防止対策について、次の事項を要望します。 

 

１ 本県沖ノ島周辺海域などでは大規模な漁場造成事業を実施し沿岸漁業

の振興と資源の涵養を図っており、当該海域の大中型まき網漁業及び

沖合底びき網漁業の操業禁止区域を拡大すること。 

２ 資源保護のため、大中型まき網漁業にも禁漁期間を設定すること。 

３ 従来からある操業禁止区域での違反操業の取締りを強化し、違反者に

対する行政処分は、迅速厳正なものとするとともに、罰則の強化を図る

こと。 
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別紙様式２ 

 

令和６年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

提案議題（要望事項） 

 

                   福岡県連合海区漁業調整委員会 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

 

新たな資源管理措置について 

 

  

 国において示された資源管理の推進のための新たなロードマップでは、

最新の科学的データをもとに資源評価を行い、ステップアップ方式により

課題解決を図りながら、漁獲可能量による管理をすすめることとされてお

ります。 

新たな資源管理に取り組む必要があることは、漁業者も県も理解してお

りますが、本県が属する九州をはじめとする西日本では、釣りや網など多く

の漁業種類があり、その多くが小規模な沿岸漁業であることから、十分な合

意が得られず、管理体制が整わない中で、資源管理の取組みが始まり、極端

な漁獲制限をされれば、経営がなりたたなくなるのではといった不安や管

理の実効性が確保できないのではないかといった声が良く聞かれます。 

また、国の資源評価の結果と現場での感覚との間にずれがあるといった

意見や遊漁者に対しても一様に管理に取り組ませるべきといった意見もご

ざいます。 

つきましては、今後の資源管理の実施にあたっては、次の点に留意して行

うよう要望いたします。 

 

 

１ 資源評価の精度向上を図ること。 

２ 資源管理の実施に当たっては、慎重かつ丁寧に議論し、漁業者の理解と

協力を十分に得るとともに、沿岸漁業の経営に配慮して行うこと。 

３ 遊漁者に対しても資源管理に取り組む体制を作ること。 

４ 資源管理措置により、やむを得ず減収等が生じた場合は、経営維持のた

めの対策を講じること。 

５ ステップ３への移行までに、TAC 管理を導入した場合の漁獲枠の配分方

法、適切な管理期間、漁獲量の集計・管理方法などについて、具体的方針

を示した上で、関係者の理解を得ること。 
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